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１ 令和６年度の国民健康保険税率（案）について 

（１）国民健康保険税率（案）の考え方 
    

令和６年度の国民健康保険事業費納付金は、以下のとおり減額となった。（※仮算定時点） 

豊山町の国民健康保険事業費納付金（一般） 

令和５年度（本算定）① 令和６年度（仮算定）② 差 額（②－①） 

４６６，５０５，０４８円 ４１０，７６９，３０４円 ▲５５，７３５，７４４円 

また、令和１０年度までの賦課総額及び法定外繰入金の試算結果は次のとおりである。 
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（２）令和６年度の国民健康保険税率（案） 

  

令和６年度の国民健康保険税率は令和５年度税率のまま据え置きとする。理由は、物価高騰が続く中で被保険者の負担軽減を図

るため。また、保険税を据え置いた場合であっても、納付金減額による法定外繰入金の前年度比での減額が見込まれるため。 

 

●令和６年度の国民健康保険税率（案） 

令和６年度の国保税率（案）で試算した賦課総額は 3 億 5800 万円（対 R5 年度比 6.5％減）となり、愛知県が示した標準保険料率

（仮算定結果）と比較した場合の不足額は 1,897万円となる。 

税率 割合 税率 割合 税率 割合

所得割 6.66% 6.30% 6.30%

資産割 ― 0.00% 0.00%

均等割 27,816円 25,400円 25,400円

平等割 18,847円 23,100円 23,100円

所得割 2.76% 2.30% 2.30%

資産割 ― 0.00% 0.00%

均等割 11,249円 8,900円 8,900円

平等割 7,622円 10,300円 10,300円

所得割 2.36% 2.07% 2.07%

資産割 ― 0.00% 0.00%

均等割 11,737円 9,000円 9,000円

平等割 5,969円 8,000円 8,000円

▲24,826,507円 -6.5%

＋5,854,033円 ▲18,972,474円

▲8,875,329円 -2.7%

▲9,503,394円 ▲18,378,723円

▲3,296円 -2.7%

▲3,529円 ▲6,825円

被保険者数（一般） 2,693人

（※２）調定額は賦課総額から軽減額を控除した額

対標準保険料率 ―

対前年度

対標準保険料率 ―

―

338,775,694円

―

125,798円

―

57.7

42.3

59.5

40.5

376,999,771円

（※１）令和５年１１月末現在の被保険者データで試算　

区分

58.5

41.5

55.0

45.0

53.0

47.0

賦課総額（一般）（※１）

医
療

後
期

調定額（一般）（※２）

対前年度

介
護

対前年度

一人当たりの調定額

―

―

56.8

382,853,804円 358,027,297円

43.2

43.2

R5年度（現行） R6年度（案）

118,973円

329,272,300円 320,396,971円

55.1

44.9

56.8

―

122,269円

対標準保険料率 ―

標準保険料率（仮算定）

58.0

42.0
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（３）賦課限度額の引き上げ 
 

１ 改正理由 

地方税法施行令等の一部改正に伴い下記のとおり賦課限度額を改定し、豊山町国民健康保険税条例の改正を行う。 

 

  ２ 改正概要 

条例 改正の概要 

第２条３項 後期高齢者支援金分 賦課限度額  ２００，０００円 → ２２０，０００円 

第２３条 後期高齢者支援金分 賦課限度額  ２００，０００円 → ２２０，０００円 

 

  ３ 施行期日 

令和６年４月１日 

 

  ４ 影響世帯数 

    ４９世帯（令和５年１１月時点の国民健康保険被保険者所得データによる） 
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２ 国民健康保険事業費納付金等及び市町村標準保険料率の仮算定結果 

令和５年１１月２０日に愛知県から『国民健康保険事業費納付金等の仮算定結果』が示された。 

 

（１）納付金等の概要 

　　①納付金の決定
　　　標準保険料率の提示 　　②保険税の賦課

愛知県 豊山町
住民

（被保険者）

　　④納付金の支払い 　　③保険税の納付

標準保険料率を参考に、保険税率を

決定し、保険税を賦課

 

 

（２）納付金等算定の流れ 

 

 県全体の保険給付費（医療費）等を推計  
 

↓  県全体の公費等（療養給付費等負担金、前期高齢者交付金等）を加減算 
 

 県全体の納付金算定基礎額（市町村に割り振る納付金総額）  
 

↓  市町村ごとの納付金から控除される公費等（高額療養費負担金等）を加減算 
 

 市町村ごとの納付金額を算出  
 

↓  市町村ごとに交付される公費等（特別調整交付金等）を加減算 
 

 市町村ごとの保険料収納必要額  
 

↓  県統一の算定方式（３方式【所得割、均等割、平等割】）により収納率を加味して市町村ごとの標準的な保険料率を算定 
 

 標準保険料率（県が市町村の参考となるよう示す保険料率）  



- 5 - 

 

（３）納付金等の算定の仕組み 
 

  

決算
剰余金

Ｂ村

法定外
繰入金

※上記は仮算定結果（激変緩和措置後・退職分含まない）の金額で、【　】は昨年度の本算定結果（激変緩和措置後・退職分含まない）の金額

前期高齢者交付金

国民健康保険税（国保被保険者の負担）

愛知県全体の保険給付費（医療費）等を推計　5,352億円【5,312億円】

納付金（公費分）
83,765,248円

【83,219,536円】

納付金（公費分除く）
327,004,056円

【383,285,512円】

納付金算定基礎額 2,132億円【2,119億円】

豊山町の納付金 410,769,304円【466,505,048円】 Ａ市

特別調整交付金
など県繰入金

＝360,351,835円【421,320,444円】･･･豊山町の『保険料収納必要額』

343,307,194円【399,959,498円】÷標準収納率95.27％【94.93％】

公費
（療養給付費等
負担金、県繰入

金等）

納付金 2,026億円【1,927億円】 高額医療費負担金等

71億円【58億円】

保健事業、葬祭費、出産育児一時金等

16,866,054円【17,280,271円】

各市町村に按分し、市町村ごとに公費を加減算

保険料収納必要額を基に『標準保険料率』を

決定

納付金 2,054億円【2,043億円】 高額医療費負担金等

78億円【76億円】

保健事業、葬祭費、出産育児一時金等

16,303,138円【16,673,986円】

各市町村に按分し、市町村ごとに公費を加減算

保険料収納必要額を基に『標準保険料率』を決定
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（４）豊山町の国民健康保険事業費納付金【仮算定結果】 
 

愛知県全体の納付金は令和５年度における保険給付費の実績が前年から増加したため、前年度より約 11億円増加した。また、

豊山町の納付金は前年度より約 5,500 万円減少したが、一人当たりの納付金額は前年度より 11,041円増加した。 

区分 仮算定結果　①
本算定結果
（前年度）②

前回との差
＝①－②

豊山町の納付金（一般）（※） 410,769,304円 466,505,048円 ▲55,735,744円

豊山町の一人当たりの納付金 167,115円 156,074円 +11,041円

愛知県全体の納付金（一般） 205,388,785,039円 204,260,994,953円 +1,127,790,086円

愛知県全体の一人当たりの納付金 166,875円 158,002円 +8,873円

（※）愛知県に支払う金額       
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（５）豊山町及び近隣市町の一人当たりの納付金・調定額 
 

豊山町の令和６年度の一人当たりの「納付金」は 167,115 円と愛知県平均の 166,875 円と比較すると 240 円（約 0.14％）高いが、

豊山町の令和５年度の一人当たりの「調定額」は 116,963円と愛知県平均の 109,325円と比較すると 7,638 円（約 6.99％）と高い水

準となっている。 

【R6年度】
一人当りの
納付金（※１）

Ａ

順位
（※２）

【R5年度】
一人当りの
納付金（※１）

Ｂ

順位
（※２）

対前年
＝Ａ－Ｂ

【R5年度】
一人当りの
調定額（※３）

Ｃ

【R4年度】
一人当りの
調定額（※３）

Ｄ

対前年
＝Ｃ－Ｄ

豊山町 167,115円 23位 156,074円 29位 11,041円 116,963円 112,785円 4,178円

春日井市 162,995円 34位 155,047円 31位 7,948円 101,969円 102,215円 ▲246円

小牧市 167,088円 24位 157,922円 21位 9,166円 99,138円 95,714円 3,424円

清須市 172,446円 15位 159,208円 19位 13,238円 110,244円 107,918円 2,326円

北名古屋市 168,028円 20位 161,113円 16位 6,915円 105,500円 105,035円 465円

大口町 177,780円 7位 164,818円 12位 12,962円 115,378円 107,955円 7,423円

扶桑町 159,758円 43位 149,071円 46位 10,687円 107,382円 101,575円 5,807円

県平均 166,875円 158,002円 8,873円 109,325円 105,978円 3,347円

（※１）納付金は、R6年度は仮算定結果、R5年度は本算定結果

（※２）順位は全５４市町村中、高い順

（※３）調定額は各年度本算定時（７月１日現在）

納付金 調定額

市町村名
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３ 法定外繰入金について 

（１）法定外繰入金について 
 

国保財政を安定的に運営していくためには、国民健康保険特別会計において収支が均衡していることが重要である。しかしなが

ら、豊山町では単年度収支で赤字が発生している状況にある。 

こうした赤字補填のためや保険税の負担緩和を図るためなどの理由により、一般会計から法定外の繰入が行われており、豊山町

ではその解消・削減に向けた取組を計画的に進めていく。 
 

（２）豊山町の法定外繰入金（５年間の決算額の推移） 
 

年度 H30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度（※１）

法定外繰入金　　① 84,507,000円 65,949,000円 45,998,000円 15,053,000円 12,465,000円 35,395,000円

歳入総額　　　　② 1,489,777,095円 1,384,189,362円 1,341,565,958円 1,286,543,925円 1,255,369,277円 1,324,850,000円

歳入総額に対する
法定外繰入金の割合（①／②）

5.7% 4.8% 3.4% 1.2% 1.0% 2.7%

加入者一人当たり（※２） 23,765円 19,599円 14,232円 4,836円 4,120円 13,143円

（※１）R5年度は当初予算額　　

（※２）加入者一人当たりは、法定外繰入金を年度平均の被保険者数で除した額（R5年度は11月末被保険者数で除した額）  
（３）近隣市町の法定外繰入金（令和４年度決算） 

市町村名 法定外繰入金 加入者一人当たり（※）

豊山町 13,673,000円 4,519円
春日井市 653,150,000円 12,041円
小牧市 529,331,000円 19,565円

清須市 280,597,000円 22,844円
北名古屋市 289,924,000円 18,930円

大口町 47,859,000円 12,704円
扶桑町 43,176,000円 7,475円

県平均 166,220,000円 11,135円
（※）加入者一人当たりは、法定外繰入金を年度平均の被保険者数で除した額

（※）上記表の法定外繰入金には未就学児均等割保険料繰入金を含む

（※）出典：令和４年度国民健康保険事業調査表（R5.12.4　愛知県）  


